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各森林管理局 総務企画部長 殿 

計画保全部長 殿 

森林整備部長 殿 

林野庁 林 政 部 林政課長 

国有林野部 業務課長 

造林事業及び素材生産事業における総合評価落札方式による賃上げを実施す

る企業に対する加点措置の運用の取扱いについて 

「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の運

用について」（令和３年 12 月 27 日付け３林政政第 471 号林野庁長官通知）が通知され、

総合評価方式によるすべての調達について、総合評価方式の評価項目に賃上げに関する項

目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して加点を行うことが定められたところであ

る。 

造林事業及び素材生産事業の総合評価落札方式における評価点については、下記を参考

にして設定されたい。 

記 

１ 適用対象 

 令和４年４月１日以降に契約を締結する総合評価落札方式による造林事業及び素材生

産事業 

２ 評価項目及び評価基準 

評価項目及び評価基準については、「「造林事業及び素材生産事業に関する一般競争

入札に係る総合評価落札方式の実施について」の運用について」（平成 21 年８月 18 日

付け 21 林国管第 40 号管理課長通知）別紙２に定める造林事業及び素材生産事業に係る

総合評価方式の評価基準表 (標準例）を参考に、次の項目を追加して評価するものとす

る。 

【 最 新 改 正 : 令 和 ４ 年 ３ 月 2 2 日 付 け ３ 林 政 政 第 6 2 1 号】 



 

 

 

注１：小数点以下を切り捨てた整数とする。  

注２：別添の別紙１の従業員への賃金引上げ計画の表明書（以下「表明書」という。）に記載し

た賃上げを実行していない（以下「賃上げ未達成」という。）として財務省から連絡のあっ

た者が総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該連絡のあった日から１年間、当該

入札における加点に１点を加えた点を減点する。また、その際に当該入札者が新たな表明書

を提出している場合は、表明による加点と賃上げ未達成による減点の双方を行う。なお、そ

の結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を 0 点とみなす。 

 

３ 技術提案書への添付書類 

賃上げ実施を表明する企業等に対しては、技術提案書に表明書を添付の上、提出する

よう求める。 

なお、表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の

入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 

 

４ 入札説明書への記載 

造林事業及び素材生産事業の発注に当たっては、別添記載例を参考に入札説明書等に

明示し、入札参加者へ周知の上、実施する。 

 

５ その他 

「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の

運用について」（令和３年 12 月 24 日付け３予第 1799 号大臣官房参事官（経理））５

（１）の規定による報告については、各森林管理局経理課が取りまとめて林野庁林政課

会計経理第１班へ報告する。 

林野庁林政課会計経理第１班は、上記により各森林管理局経理課から報告があった場

合は、大臣官房予算課会計指導班へ報告する。 

 

担当：林政課 会計経理第１班支出負担行為第２係  

業務課 企画官（森林整備）   

評価項目 評価基準 配点 

加

点
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目 

賃

上

げ

実

施

加

算

点 

賃上げの実施を

表明した企業等 

事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受

給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業

員に表明していること【大企業】 
加算点の 10％と

なる整数 

(注 1) 

 

事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額

を 1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること【中

小企業等】 

上記の内容に該当しない ０ 



 

 

 

（別添） 

《記載例》 

 

【入札公告】 

○ 事業概要 

本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。 

 

【入札説明書】 

○ 総合評価落札方式に関する事項 

○ 評価項目、総合評価の方法等に係る項目に以下の点を記載する。 

ア 評価項目として「賃上げの実施を表明した企業等」を設定すること。 

  イ 評価の方法のうち、加算点に「賃上げ実施加算」を追加し評価すること。 

 

  ○ 評価項目における評価基準及び配点 

 

（○） 賃上げ実施の表明の方法について 

評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技

術提案書に別紙１の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」とい

う。）を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限

り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代え

ることができる。 

また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告

書別表１」を提出すること。 

なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 

 

 （○） 賃上げ実施の確認について 

本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書

により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了

した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙２の１又は別紙２の２の「従業員へ

評価項目 評価基準 配点 

賃上げの実施を

表明した企業等 

事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、

従業員に表明していること【大企業】 

○点（※） 

事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総

額を 1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること

【中小企業等】 

上記の内容に該当しない ０点 



 

 

 

の賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」（別紙３）

又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」（別紙４）の提出を求める。 

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明

した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」（別紙３）の「「10 主要科目」

のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」

という。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較すること

により行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記

の資料を決算日（別紙１に記載の事業年度の末日）の翌日から起算して２ヶ月以内

に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額

は別紙３の「合計額」とする。 

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表」（別紙４）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ俸給、

給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較すること

とする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の１月

末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべ

き金額は別紙４の「支払金額」とする。 

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士

等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であ

ると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代える

ことができる。 

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達してい

ない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上

記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始

の日から１年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合に

は、減点を行う。 

共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成とな

った場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業

及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。 

減点の割合は、当該入札における加点に１点を加えた点を減点するものとする。 

なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点

を０点とみなす。 

（※）〇点：加算点の 10％の数値の小数点以下を切り捨てた整数とする。 



 
（別紙１）                              
 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 

 
【大企業用】 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年（令和○年１月１日から令和○年 12 月 31 日））において、給与等受

給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率３％以上とするこ

とを表明いたします。 

  
【中小企業等用】 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

（又は○年（令和○年１月１日から令和○年 12 月 31 日））において、給与総額

を対前年度（又は対前年）増加率 1.5％以上とすることを表明いたします。 

 

【以下は、⼤企業、中⼩企業等共通】 

 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法

によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
 
 



 
（別紙１）                              
 
 

（留意事項） 
１ この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内

容が異なります。 
貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載を

してください。 

 
大企業：中小企業等以外の者をいう。 
中小企業等：法人税法第 66 条第２項又は第３項に該当する者をいう。 

ただし、同条第６項に該当する者は除く。 

 
２ 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況

説明書」を決算日（本表明書に記載の事業年度の末日）の翌日から起算して２

ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。 
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
３ 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表」を翌年の１月末までに契約担当官等に提出してく

ださい。 
４ 上記２若しくは３の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行し

ていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は

上記２若しくは３の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該

事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点

を減点するものとします。 
５ 上記４による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判

明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由

を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。 



 

（別紙２の１）                             【大企業用】 
 

従業員への賃金引上げ実績整理表 
 
１ 賃上げ実績 
 
前年(度)の給与

等平均受給額 

① 

当年(度)の給与

等平均受給額 

② 

賃上げ率 
（②／①－１）

×100 

賃上げ基準 達成状況 

 
 

 ％ ％ 達成／未達成 

 
２ 使用した書類 
 

□ 法人事業概況説明書 

【算出方法】「「10 主要科目」の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）」÷「「４

期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する 
 

□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 

【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 
「人員」で算出した金額を前年と比較する 

 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 
 
 

 年 月 日 
 株式会社〇〇〇〇 
 （住所を記載） 
 代表者氏名 〇〇 〇〇 
 
 
（留意事項） 
・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」（別紙３）又は「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書合計表」（別紙４）の写しを添付してください。 
 



 

（別紙２の２）                           【中小企業等用】 
 

従業員への賃金引上げ実績整理表 
 
１ 賃上げ実績 
 
前年(度)の給与

総額 ① 
当年(度)の給与

総額 ② 
賃上げ率 

（②／①－１）

×100 

賃上げ基準 達成状況 

 
 

 ％ ％ 達成／未達成 

 
２ 使用した書類 
 

□ 法人事業概況説明書 

【算出方法】「「10 主要科目」の（労務費＋役員報酬＋従業員給料）」 
で算出した給与総額を前年度と比較する 

 

□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 

【算出方法】「「１給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」 
で算出した給与総額を前年と比較する 

 
（注）使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 
 
 

 年 月 日 
 株式会社〇〇〇〇 
 （住所を記載） 
 代表者氏名 〇〇 〇〇 
 
 
（留意事項） 
・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」（別紙３）又は「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書合計表」（別紙４）の写しを添付してください。 
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